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各務原市におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの水質調査（継続モニタリング

調査）の結果について 

 

県と市では、各務原市におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの暫定目標値を超過した範囲の経時的な変動を

把握するため、専門家会議での議論を踏まえて、年２回（豊水期、渇水期）、井戸４５地点及び周辺河

川等１６地点を対象に水質調査（継続モニタリング調査）を行っています。 

今般、３回目（豊水期）の継続モニタリング調査を実施しましたので、結果をお知らせします。 

井戸水については、４５地点中、今回新たに暫定目標値が超過となった地点はありませんでしたが、

過去の調査で暫定目標値を超過した地点のうち、１６地点において暫定目標値を超過するＰＦＯＳ及び

ＰＦＯＡが検出されました。 

また、河川等については、１６地点中、新たに水路２地点から暫定目標値を超過するＰＦＯＳ及びＰ

ＦＯＡが検出されました。これを受け、県と市では、採水地点から半径５００ｍの範囲にある周辺井戸

及び当該水路において、追加の水質調査を実施します。 

 

１ 調査期間 

 令和７年８月２０日（水）～１０月１５日（水） 

 

２ 調査地点 

〇 井戸 ４５地点（うち、これまでに暫定目標値を超過した地点 １８地点） 

 〇 河川等１６地点（うち、これまでに暫定目標値を超過した地点  ２地点） 

 

３ 井戸水の調査結果 

（１） 結果概要 

項 目 

井戸水の 

利用状況 

※ 

調査主体 
調査井戸

（地点） 

今回調査での 

暫定目標値 

超過井戸 

（地点） 

 前回調査での 

暫定目標値 

超過井戸 

（地点） 

PFOS及び

PFOA 

飲用 各務原市 ２６ １１ １１ 

非飲用 県 １９ ５ ６ 

合計 ４５ １６ １７ 

  ※井戸水の利用状況は、初回検査時の利用状況調査の結果を示す（以下同じ） 

 

 



 

（２） これまでの調査で暫定目標値を超過した井戸の状況（１８地点 飲用：１２ 非飲用：６） 

利用

状況 

番

号 
町名 

今回調査結果

（ng/L）※１ 

暫定目標値 

（ng/L）※２ 

今回調査 

超過倍率 

 【参考】 

前回調査結果 

（ng/L）※１，３ 

飲 

用 

井 

戸 

 

1 三井町 270 

50 以下 

5.4 倍 270 

2 三井町 56 1.1 倍 40 

3 三井町 170 3.4 倍 250 

4 三井北町 89 1.8 倍 77 

5 三井東町 400 8.0 倍 400 

6 三井東町 350 7.0 倍 390 

7 三井東町 280 5.6 倍 290 

8 那加織田町 48 
基準超過

なし 
54 

9 

那加桐野外 

二ケ所 

大字入会地 

120 2.4 倍 130 

10 大佐野町 100 2.0 倍 110 

11 大佐野町 57 1.1 倍 70 

12 上戸町 170 3.4 倍 85 

非 

飲 

用 
井 
戸 

13 鵜沼三ツ池町 71 1.4 倍 110 

14 鵜沼三ツ池町 22 
基準超過

なし 
58 

15 那加桜町 180 3.6 倍 120 

16 那加南栄町 130 2.6 倍 84 

17 

那加桐野外 

二ケ所 

大字入会地 

460 9.2 倍 300 

18 蘇原六軒町 97 1.9 倍 90 

  ※１調査結果及び※２暫定目標値はＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合算値を示す（以下同じ） 

※３前回調査期間：令和７年２月３日～３月２８日 

 

（３） （２）の周辺地点の井戸の状況（２７地点 飲用：１４ 非飲用：１３） 

今回の調査で新たに暫定目標値を超過した井戸はありませんでした。 

 

 



 

４ 河川等の調査結果           

・各地点の結果（河川：３、用水路：１、水路：１２ 計１６地点で調査） 

 河川等名称 
河川等 

の種類 

今回調査結果 

（ng/L） 

暫定目標値 

（ng/L） 

今回調査

超過倍率 

 【参考】 

前回調査結果 

（ng/L）※１ 

1 北派
き た は

川
せん

 河川 
検出下限値未満 

※２ 

50 以下 

基準超過 

なし 

6 

2 三井川 河川 5 
検出下限値未満 

※２ 

3 中屋川 河川 9 検出下限値未満 

4 羽島用水 用水路 検出下限値未満 検出下限値未満 

5 百 曲
ひゃくまがり

雨水幹線※３ 水路 71 1.4 倍 14 

6 百曲り水路 水路 30 基準超過 

なし 

19 

7 馬場山
ば ば や ま

水路 水路 42 18 

8 楠
くすのき

第１雨水幹線※３ 水路 100 2.0 倍 23 

9 楠第２雨水幹線 水路 検出下限値未満 

基準超過 

なし 

40 

10 上戸
じょうご

雨水幹線 水路 13 15 

11 前渡
ま え ど

雨水幹線 水路 34 23 

12 朝日雨水幹線※４ 水路 34 83 

13 炉
ろ

畑
ばた

遺跡の南側水路※４ 水路 38 37 

14 前渡
ま え ど

雨水幹線 水路 25 5 

15 朝日雨水幹線 水路 31 23 

16 朝日雨水幹線 水路 16 検出下限値未満 

※１前回調査期間：令和７年２月３日～３月２８日 ※２検出下限値：５ng/L 

※３今回新たに暫定目標値を超過した地点     ※４これまでに暫定目標値を超過した地点 

５ 追加の水質調査について 

（１）調査期間 

結果公表から１か月程度 

（２）調査内容 

ア 井戸の利用状況調査 

当該採水地点の周辺５００ｍの範囲内（既に井戸水の調査を実施している地域を除く。）にお

ける家庭及び事業場等に対し、井戸の設置状況を確認します。また、井戸所有者又は利用者の方

に対し、井戸水の飲用の有無、井戸水の用途等の調査を行います。 

なお、井戸水を利用している場合には、飲用自粛を呼びかけます。 

イ 井戸水の水質調査 

採水担当者が訪問し井戸水を採水後、分析機関で水質検査を行います。 

    各務原市が飲用井戸の調査を、県が非飲用井戸の調査を行います。 

ウ 水路の水質調査 

今回の調査において暫定目標値の超過が確認された当該水路については、採水地点を含めた追

加の水質調査を実施します。 

（３）調査結果の公表 

調査結果については、各務原市と県にてとりまとめた後、公表します。 

６ その他の対応 

今回水質調査を実施した井戸の所有者に対して、調査結果をお知らせします。 


